
楽天モバイルプリペイド SIM サービス利用規約 

 

 
楽天モバイル株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社と携帯電話事業者とのデータ

通信に関する契約に従い、この「楽天モバイルプリペイドSIM サービス」（以下「本サービ

ス」といいます。）に係る利用規約（以下「本規約」といいます。）を定め、当社と本規約

に基づく契約を締結した者（以下「契約者」といいます。）に対し本サービスを提供します。 

 
第１条（本サービス） 

１契約者は、当社商品「楽天モバイルプリペイド SIM」（以下「本商品」といいます。） 

に含まれる SIM カードを本サービスに利用できる端末設備に挿入して、本サービスを利用

することができます。 

２ 契約者は、当社所定の利用開始手続きを行うことにより、携帯電話事業者が提供する回

線を利用したデータ通信を利用することができます。本サービスの内容の詳細について

は、当社が別に定めるところによります。 

 
第２条（本規約） 

１当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく変更をすることがあります。この場合、 本サ

ービスの提供条件は変更後の規約によります。この場合、変更した規約を当社ウェブサイ

トへ掲載するなど適切な方法により告知いたします。 

２本規約に定めのない事項については、当社が別に定める「楽天モバイルサービス利用  規

約」または「楽天モバイル SIM サービス利用規約」の定めが適用されるものとします。な

お、本規約に定める内容とこれら規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内

容が優先して適用されるものとします。 

 
第３条（本サービスの通信区域） 

１ 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者（株式会社 NTT ドコモ）の通信区域の通り

とします。 

 
第４条（本サービスの利用条件） 

１本サービスの利用を希望する者は、SIM カードを含む本商品が購入された日を起算日とし

て、起算日から当社が定める期間内に、第 5 条に従い本サービスの利用開始手続きを行う

必要があります。 

２ 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者の端末設備、配

線などの状況、他回線との干渉、回線の逼迫状況、端末設備の所在場所などによって、実際に

利用可能な通信速度が低下することがあります。 

３ 当社は、契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生

させる場合、および契約者間の公平性を確保する必要がある場合には、通信量や通信速

度を制限することがあります。当該制限の内容については、当社が別途定めます。 



４当社は、端末設備の画面上の表示速度を早くするため、当社が別途定める通信の最適 化

を行う場合があります。 

５契約者は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準へ適合性を有 す

るもの以外の端末設備を使用して、本サービスを利用することはできません。 

６契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず、また、本サービスを自らのた め

の用途以外で利用してはなりません。 

 
第５条（利用開始手続） 

１本サービスの利用開始手続き行う者は、本規約に承諾のうえ、当社所定の方法により 申

込みを行うものとします。 

２ 未成年者（20 歳未満の者）は、本サービスの利用開始手続きを行うことはできません。 
 
 

第６条（申込みの承諾） 

１ 当社は、前条の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続き

を経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとし

ます（成立した契約を以下「本契約」といいます。）。なお、本サービスの利用開始ま

でに定められた期間内に当該申込みがなかった場合には、当社は承諾を行うことはあり

ません。 

２本契約が成立しなかった場合でも、本サービスの利用に用いることを意図して購入さ れ

た本商品の返金、交換はできないものとします。 

 
第７条（ID 及びパスワード） 

１契約者は、SIM カードに付帯する電話番号、パスコード情報（以下「ID 等」といいま 

す。）の管理責任を負うものとし、第三者に利用させないものとします。 

２当社は、契約者が本サービスにおける契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対 

し、ID 等の提示を求めることがあります。 

３当社は、ID 等又は SIM カードが窃用されたことによる契約者の損害又は契約者が第三者

に与えた損害について責任を負いません。 

 
第８条（権利等の譲渡制限等） 

１契約者は、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利および SIM カードを譲渡す

ることはできません。 

２契約者は、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできな い

ものとします。 

 
第９条（本契約の有効期限） 

１ 本契約の有効期限は、第 6 条に基づき本契約が成立した日を起算日とする利用期間の満

了日とします。契約者は、有効期限後に、本サービスを一切利用することはできません。 



２前項の規定にかかわらず、第 10 条に従いリチャージを行う場合、本契約の有効期限は第 

10 条第 3 号に従いリチャージされた日を起算日とする利用期間の満了日まで延長されま

す。延長された満了日までに再度リチャージを行った場合は、その日を起算日として利用

期間の満了日まで更に延長され、以降リチャージを利用期間の満了日までに繰り返すこと

で有効期限を延長することができます。 

３ 前 2 項の規定にかかわらず、契約者が本サービスを利用して行ったデータの送受信の累積

容量が、当社が本サービスの種類毎に別途定める上限容量に達した場合は、前 2 項所定の

有効期限内であっても、以降本サービスを利用することはできません。 

 
第 10 条（リチャージ） 

１ リチャージを行う契約者は、本契約の有効期限前に当社所定の方法により申し込みを行

うことにより、有効期限を延長し、本サービスの利用を継続することができます。なお、

有効期限後に行われた申し込みは無効とします。 

２ リチャージをするには、当社が別途定める料金の支払いが必要となります。リチャージ

の料金の支払方法は、当社が別途指定するクレジットカード会社の発行するクレジット

カードからの支払いのみとします。 

３ リチャージは、当社が第１項の申し込みを承諾し（当該承諾については第 8 条第 1 項の

規定を準用します。）、クレジットカード会社による審査の結果、クレジットカードに

よるリチャージの支払が承認された時に成立するものとします。当該承認がなされない

場合は、第１項の申し込みは無効とします。 

４本契約の利用期間（リチャージにより延長されたものも含みます。）の満了、次条に  基

づく契約の解除または第 19 条に基づく本サービスの廃止の時点において、本サービスに

より送受信可能なデータ容量（リチャージにより増加したものかは問いません。）に残高

があった場合でも、当社は、当該契約者に対してリチャージの料金の返金を行いません。 

５ 第１項の申し込みを行う契約者は、当社がリチャージの料金債権を第 3 項に基づき申告

を受けたクレジットカードを発行するクレジットカード会社に対して譲渡することを異議

なく承諾するものとします。 

 
第 11 条（提供の停止、契約の解除） 

１当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合、当該契約者に対して通知を行うこと  な

く、本サービスに係る提供の停止、または契約を解除することができるものとします。 

(1) 本契約の利用開始手続き時に当社に虚偽の事項を申告したことが判明した場合 

(2) 本規約の規定に違反した場合または違反するおそれがある場合 

(3) 本サービスの提供に使用される設備または回線に過大な負荷を与える行為その他当該

設備または回線の運用に支障を与える行為をした場合 

(4) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準へ適合性を有する端末設

備以外の端末設備を使用して、本サービスを利用していることが判明した場合 



(5) 前号に定めるほか、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと当社が判断

する行為をした場合 

２前項に基づく本サービスに係る提供の停止、または契約の解除により契約者に対して 損

害が発生しても、当社は一切責任を負いません。 

 
第 12 条（提供中止） 

１ 当社は、本サービスの提供に使用される設備または回線に対して保守または工事を行う

場合、回線に障害が発生した場合、その他やむを得ない場合は、契約者に対して通知を

行うことなく、本サービスの提供を中止することがあります。 

２当社は、前項による本サービスの提供の中止により契約者に損害が発生しても、一切 責

任を負いません。 

 
第 13 条（契約者の義務） 

１ 契約者は、本サービスを利用して以下各号の行為を行わないものとします。 

(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する

おそれのある行為 

(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれの

ある行為 

(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、侮辱し、他者への不当な差別を助長し、また

はその名誉もしくは信用を毀損する行為 

(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、ま

たは、結びつくおそれの高い行為 

(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等

を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその

送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 

(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承

認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告をする行為、またはインターネット上で販売

等が禁止されている医薬品を販売等する行為 

(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種個体等の広告を

行う行為 

(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸し付けの広告をする行為 

(9) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(10) 当社または携帯電話事業者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去す

る行為 

(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 

(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他

者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為 



(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障

を与える行為、または与えるおそれのある行為 

(15) 違法な賭博、ギャンブルを行わせ、または違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘す

る行為 

(16) 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、

殺人、脅迫等）を請負し、仲介しまたは誘引（他人に依頼することを含む）する行為 

(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷、虐待する画像等の情報、その他社

会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手

段等を紹介するなどの行為 

(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様ま

たは目的でリンクをはる行為 

(20) 犯罪や違法行為に結びつく、または、そのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中

傷、侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させる

ことを助長する行為 

(21) 自らが利益を得るために本サービスまたは本商品を転売する行為 

(22) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 

２ 契約者は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を自ら負わなければなり

ません。契約者は、本サービスの利用に関連して第三者（本サービスにおける他の契約

者も含みます。）が損害を被ったことを理由として、当該第三者が訴訟提起をはじめそ

の他の請求等を行った場合（当社に対して請求した場合も含みます。）、自らの費用お

よび責任において請求等を解決し、当社に一切の損害および負担が及ばないようにする

ものとします。 

 
第 14 条（本サービスの利用料金） 

１ 本サービスの利用料金は、本商品の購入代金に含まれます。 
 
 

第 15 条（SIM カード） 

１契約者が購入した本商品に含まれる SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであ 

り、譲渡するものではありません。 

２ 契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 

３契約者は、SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡及び売買等を

してはならないものとします 

４契約者によるSIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契

約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 

５ 契約者の責めに帰すべからざる事由により SIM カードが故障した場合に限り、当社の負

担においてSIM カードの修理若しくは交換（種別の異なる SIM カードの交換はできない

ものとします。以下同じとします）をする義務を負います 



６契約者は、本サービスの有効期限後または契約の解除後、当社が定める期日までに SIM カ

ードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場

合、当社が別に定める SIM カードの損害金を当社に支払うものとします。 

７契約者は、当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバ

ースエンジニアリングその他 SIM カードとしての通常の用途以外の使用をしてはならない

ものとします。 

８契約者は、当社の承諾がある場合を除き、SIM カードを日本国外に持ち出してはならない

ものとします。 

 
第 16 条（責任の制限） 

１ 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。当社は、契約者が

本サービスに関連して損害を被った場合、当該損害が当社の故意または重大な過失によ

るものである場合を除き、一切責任を負いません。 

 
第 17 条（無保証） 

１当社は、本サービスおよび SIM カードについて、契約者の利用目的に適合することの 保

証、および通信速度に関する保証については、何らの保証も行いません。 

 
第 18 条（契約者情報等の取り扱い） 

１ 当 社 は 契 約 者 情 報 を 別 途 オ ン ラ イ ン 上 に 掲 示 す る 「 個 人 情

報 保 護 方 針（http://mobile.rakuten.co.jp/policy/）」に基づき、適切に取り扱う

ものとします。 

２ 当社は契約者情報を、前項で定めた利用目的の範囲内で取り扱います。 

３ 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託す

ることができるものとします。 

 
第 19 条（本サービスの変更または廃止） 

１当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加もしくは廃止することができま 

す。この場合、第 2 条の規定を準用します。 

２当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加もしくは廃止により 契

約者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。 

 
第 20 条（端末設備の取り扱い） 

１契約者は、自己の費用と責任において、本サービスの利用にあたり端末設備を正常に 稼

働するように維持および管理しなければなりません。 

 
第 21 条（準拠法および裁判管轄） 

１本契約の準拠法は、日本法とします。また、本契約に関して生じた一切の紛争につい て

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

http://mobile.rakuten.co.jp/policy/


第 22 条（優先言語） 

 
 

１本規約が他の言語に翻訳されたかにかかわらず、本規約の正本は日本語版とし、他の 言

語に優先するものとします 

 
附 則 

本規約は、2016 年 6 月 28 日から実施します。 

 

 

附 則 

本規約は、2019 年 4 月 1 日から実施します。 
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